
 公有財産規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成 19 年６月 22 日 

                                          岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第 78 号 

   公有財産規則等の一部を改正する規則 

 （公有財産規則の一部改正） 

第１条 公有財産規則（昭和 39 年岩手県規則第 40 号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（財産の総括） （財産の総括） 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 総務部長は、財産台帳（様式第１号）を備えて置いて、常

に財産の状況を明らかにしておかなければならない。 

３ 総務部長は、別に定める様式による財産台帳を備えて置い

て、常に財産の状況を明らかにしておかなければならない。

（財産の取得） （財産の取得） 

第６条 課長等又は地方公所長は、財産を取得しようとすると

きは、財産取得調書（様式第２号）を作成しなければならな

い。 

第６条 課長等又は地方公所長は、財産を取得しようとすると

きは、別に定める様式による財産取得調書を作成しなければ

ならない。 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 

（所管換え及び分掌換え並びに所属換え） （所管換え及び分掌換え並びに所属換え） 

第８条 部局長は、財産の所管換えをするときは、財産所管換

調書（様式第３号）を所管換えを受ける部局長に送付して行

わなければならない。 

第８条 部局長は、財産の所管換えをするときは、別に定める

様式による財産所管換調書を所管換えを受ける部局長に送付

して行わなければならない。 

２ 課長等又は地方公所長は、財産の分掌換えをするときは、

財産分掌換調書（様式第４号）を分掌換えを受ける課長等又は

地方公所長に送付して行わなければならない。 

２ 課長等又は地方公所長は、財産の分掌換えをするときは、

別に定める様式による財産分掌換調書を分掌換えを受ける課

長等又は地方公所長に送付して行わなければならない。 

３ 部局長は、財産の所属換えをするときは、財産所属換調書

（様式第５号）を所属換えを受ける医療局長又は企業局長に

送付して行わなければならない。 

３ 部局長は、財産の所属換えをするときは、別に定める様式

による財産所属換調書を所属換えを受ける医療局長又は企業

局長に送付して行わなければならない。 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

（財産管理簿等） （財産管理簿等） 

第９条 部局長は財産管理簿（様式第１号）を、出納局長、課

長等及び地方公所長は財産管理副簿（様式第１号）を備えて

置いて常にその所管又は分掌に係る財産の状況を明らかにし

ておかなければならない。 

第９条 部局長は別に定める様式による財産管理簿を、出納局

長、課長等及び地方公所長は別に定める様式による財産管理

副簿を備えて置いて常にその所管又は分掌に係る財産の状況

を明らかにしておかなければならない。 

（異動） （異動） 

第15条 出納局長、課長等又は地方公所長は、その分掌に係る

財産に異動があったときは、速やかに財産異動調書（様式第

６号）を作成し、総務部長に通知しなければならない。 

第15条 出納局長、課長等又は地方公所長は、その分掌に係る

財産に異動があったときは、速やかに別に定める様式による

財産異動調書を作成し、総務部長に通知しなければならない。

第19条 課長等又は地方公所長は、普通財産を借り受けようと

する者があるときは、普通財産借受申請書（様式第７号）を

提出させなければならない。 

第19条 課長等又は地方公所長は、普通財産を借り受けようと

する者があるときは、別に定める様式による普通財産借受申

請書を提出させなければならない。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 



（用途廃止） （用途廃止） 

第23条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る行政財産の

用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止調書（様

式第10号）を作成しなければならない。 

第23条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る行政財産の

用途を廃止しようとするときは、別に定める様式による行政

財産用途廃止調書を作成しなければならない。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

（処分） （処分） 

第24条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る普通財産を

処分しようとするときは、普通財産処分調書（様式第11号）

を作成しなければならない。 

第24条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る普通財産を

処分しようとするときは、別に定める様式による普通財産処

分調書を作成しなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（延納の申請） （延納の申請） 

第25条 課長等は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。

以下「政令」という。）第169条の７第２項の規定による普通

財産の売払代金又は交換差金の延納の申請をしようとする者

があるときは、普通財産売払代金（交換差金）延納申請書（様

式第12号）を提出させなければならない。 

第25条 課長等は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。

以下「政令」という。）第169条の７第２項の規定による普通

財産の売払代金又は交換差金の延納の申請をしようとする者

があるときは、別に定める様式による普通財産売払代金（交

換差金）延納申請書を提出させなければならない。 

（事故報告） （事故報告） 

第32条 出納局長、課長等又は地方公所長は、災害その他の事

故によりその分掌に係る財産が滅失し、又は損傷したときは、

直ちに、財産事故報告書（様式第13号）を作成し、当該主管

部局長（第３条第３項の場合を除く。）を経由して、総務部

長に通知しなければならない。ただし、滅失又は損傷の程度

が軽微な事故については、この限りでない。 

第32条 出納局長、課長等又は地方公所長は、災害その他の事

故によりその分掌に係る財産が滅失し、又は損傷したときは、

直ちに、当該主管部局長（第３条第３項の場合を除く。）及

び総務部長に通知しなければならない。ただし、滅失又は損

傷の程度が軽微な事故については、この限りでない。 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 様式第１号から様式第 13 号までを削る。 

（行政財産の使用の許可に関する規則の一部改正） 

第２条 行政財産の使用の許可に関する規則（昭和 39 年岩手県規則第 42 号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（使用の許可申請） （使用の許可申請） 

第３条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る行政財産の

使用の許可を受けようとする者があるときは、行政財産使用

許可申請書（様式第１号）を提出させなければならない。 

第３条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る行政財産の

使用の許可を受けようとする者があるときは、別に定める様

式による行政財産使用許可申請書を提出させなければならな

い。 

（使用の許可） （使用の許可） 

第４条 部局長は、その所管に属する行政財産の使用の許可を

したときは、行政財産使用許可指令書（様式第２号）を交付

するものとする。 

第４条 部局長は、その所管に属する行政財産の使用の許可を

したときは、別に定める様式による行政財産使用許可指令書

を交付するものとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（使用の不許可） （使用の不許可） 

第５条 部局長は、その所管に属する行政財産について使用を

許可しないこととしたときは、行政財産使用不許可指令書（

様式第３号）を交付するものとする。 

第５条 部局長は、その所管に属する行政財産について使用を

許可しないこととしたときは、別に定める様式による行政財

産使用不許可指令書を交付するものとする。 



（使用の許可の変更） （使用の許可の変更） 

第６条 部局長は、その所管に属する許可財産について使用の

許可に係る内容を変更したときは、行政財産使用許可変更指

令書（様式第４号）を交付するものとする。 

第６条 部局長は、その所管に属する許可財産について使用の

許可に係る内容を変更したときは、別に定める様式による行

政財産使用許可変更指令書を交付するものとする。 

（使用の許可の取消し） （使用の許可の取消し） 

第７条 部局長は、その所管に属する許可財産の使用の許可を

取消ししたときは、行政財産使用許可取消書（様式第５号）

を交付するものとする。ただし、次条の規定による返還の場

合は、この限りでない。 

第７条 部局長は、その所管に属する許可財産の使用の許可を

取消ししたときは、別に定める様式による行政財産使用許可

取消書を交付するものとする。ただし、次条の規定による返

還の場合は、この限りでない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（返還申請） （返還申請） 

第８条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る行政財産の

使用の許可を受けた者がその使用目的の消滅その他の理由に

より当該許可財産を返還しようとするときは、行政財産返還

申請書（様式第６号）を提出させなければならない。 

第８条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る行政財産の

使用の許可を受けた者がその使用目的の消滅その他の理由に

より当該許可財産を返還しようとするときは、別に定める様

式による行政財産返還申請書を提出させなければならない。

（使用料の減免申請） （使用料の減免申請） 

第11条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る許可財産の

使用料の減免を受けようとする者があるときは、行政財産使

用許可の申請をさせるときに、行政財産使用料減免申請書（

様式第７号）を提出させなければならない。 

第11条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る許可財産の

使用料の減免を受けようとする者があるときは、行政財産使

用許可の申請をさせるときに、別に定める様式による行政財

産使用料減免申請書を提出させなければならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 様式第１号から様式第７号までを削る。 

 （債権の管理に関する規則の一部改正） 

第３条 債権の管理に関する規則（昭和 39 年岩手県規則第 43 号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（債権管理簿への記載） （債権管理簿への記載） 

第６条 課長等又は地方公所長は、一会計年度内に発生しその

所掌に属すべき債権のうち、当該年度の出納閉鎖日までに消

滅しない債権があるときは、当該債権について遅滞なく債権

管理簿（様式第１号）に記載しなければならない。 

第６条 課長等又は地方公所長は、一会計年度内に発生しその

所掌に属すべき債権のうち、当該年度の出納閉鎖日までに消

滅しない債権があるときは、当該債権について遅滞なく別に

定める様式による債権管理簿に記載しなければならない。 

（債権現在額報告書） （債権現在額報告書） 

第７条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る債権のうち

履行期限が未到来のものについて、債権（履行期限未到来分）

現在額報告書（様式第２号）を３月末日現在で作成し、５月

20日までに主管部局長に報告しなければならない。 

第７条 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る債権のうち

履行期限が未到来のものについて、別に定める様式による債

権（履行期限未到来分）現在額報告書を３月末日現在で作成

し、５月20日までに主管部局長に報告しなければならない。

２ 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る債権のうち収入

未済のものについて、債権（収入未済分）現在額報告書（様

式第３号）を５月末日現在で作成し、翌月の20日までに主管

部局長に報告しなければならない。 

２ 課長等又は地方公所長は、その分掌に係る債権のうち収入

未済のものについて、別に定める様式による債権（収入未済

分）現在額報告書を５月末日現在で作成し、翌月の20日まで

に主管部局長に報告しなければならない。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

（督促） 

第８条 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」

（督促） 

第８条 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」



という。）第171条の規定による督促は、課長等又は地方公所

長が、履行期限から20日を経過してもなお履行されない債権

について、督促状（様式第４号）を発することによりしなけ

ればならない。 

という。）第171条の規定による督促は、課長等又は地方公所

長が、履行期限から20日を経過してもなお履行されない債権

について、別に定める様式による督促状を発することにより

しなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（履行延期の特約等の手続） （履行延期の特約等の手続） 

第15条 課長等又は地方公所長は、政令第171条の６の規定によ

る履行延期の特約又は処分（以下「特約等」という。）につ

いては、債務者に履行延期申請書（様式第５号）を提出させ

るものとする。 

第15条 課長等又は地方公所長は、政令第171条の６の規定によ

る履行延期の特約又は処分（以下「特約等」という。）につ

いては、債務者に別に定める様式による履行延期申請書を提

出させるものとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 部局長は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに、履

行延期承認通知書（様式第６号）を債務者に送付しなければ

ならない。この場合において、当該債権を確保するため担保

又はその他の保証を必要と認めるときは、当該債権に係る分

掌者が指定する期限までに担保又はその他の保証の提供をし

なかったときは、この承認を取り消すことがある旨、履行延

期承認通知書に付記しなければならない。 

３ 部局長は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに、別

に定める様式による履行延期承認通知書を債務者に送付しな

ければならない。この場合において、当該債権を確保するた

め担保又はその他の保証を必要と認めるときは、当該債権に

係る分掌者が指定する期限までに担保又はその他の保証の提

供をしなかったときは、この承認を取り消すことがある旨、

履行延期承認通知書に付記しなければならない。 

（免除） （免除） 

第19条 政令第171条の７の規定による債権の免除は、債務者か

らの債権免除申請書（様式第７号）により行うものとする。

第19条 政令第171条の７の規定による債権の免除は、債務者か

らの別に定める様式による債権免除申請書により行うものと

する。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 課長等又は地方公所長は、前項の規定により債権の免除を

する場合には、債権免除承認通知書（様式第８号）を債務者

に送付しなければならない。 

３ 課長等又は地方公所長は、前項の規定により債権の免除を

する場合には、別に定める様式による債権免除承認通知書を

債務者に送付しなければならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 様式第１号から様式第８号までを削る。 

 （物品管理規則の一部改正） 

第４条 物品管理規則（昭和 42 年岩手県規則第 18 号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（備品の表示） （備品の表示） 

第10条 物品管理者は、備品を取得したときは、備品整理票（

様式第１号）を当該備品に取り付けなければならない。ただ

し、その性質上備品整理票の取付けができないもの又は不適

当なものについては、備品整理票の記載内容を適当な方法に

より表示し、又はその取付けを省略することができる。 

第10条 物品管理者は、備品を取得したときは、別に定める様

式による備品整理票を当該備品に取り付けなければならな

い。ただし、その性質上備品整理票の取付けができないもの

又は不適当なものについては、備品整理票の記載内容を適当

な方法により表示し、又はその取付けを省略することができ

る。 

（重要物品） 

第15条 物品管理者は、重要物品管理表（様式第２号）（以下

「管理表」という。）を作成し、重要物品を取得したときは、

管理表に当該重要物品の品目、規格その他の事項を記載する

（重要物品） 

第15条 物品管理者は、別に定める様式による重要物品管理表

（以下「管理表」という。）を作成し、重要物品を取得した

ときは、管理表に当該重要物品の品目、規格その他の事項を



とともに、その内容を総務部長に通知しなければならない。

 

記載するとともに、その内容を総務部長に通知しなければな

らない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（事故の報告） （事故の報告） 

第18条 物品管理者は、その分掌に係る重要物品に関し、亡失、

損傷その他の事故があったときは、直ちに、重要物品事故報

告書（様式第３号）を作成し、当該主管部局長を経由して、

総務部長に送付しなければならない。ただし、亡失又は損傷

の程度が軽微な事故については、この限りでない。 

第18条 物品管理者は、その分掌に係る重要物品に関し、亡失、

損傷その他の事故があったときは、別に定めるところにより、

直ちに、当該主管部局長及び総務部長に通知しなければなら

ない。ただし、亡失又は損傷の程度が軽微な事故については、

この限りでない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 様式第１号から様式第３号までを削る。 

 （産業振興基金管理規則の一部改正） 

第５条 産業振興基金管理規則（昭和 45 年岩手県規則第 34 号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（投資計画書等の提出） （投資計画書等の提出） 

第５条 主管部局長は、基金を通じて投資しようとするときは、

毎年度４月末日までに投資計画書（様式第１号）を作成し、

総務部長に提出しなければならない。 

第５条 主管部局長は、基金を通じて投資しようとするときは、

毎年度４月末日までに別に定める様式による投資計画書を作

成し、総務部長に提出しなければならない。 

２ 主管部局長は、前項の規定により提出した投資計画書の内

容を変更しようとするときは、投資計画変更計画書（様式第

２号）を作成し、総務部長に提出しなければならない。 

２ 主管部局長は、前項の規定により提出した投資計画書の内

容を変更しようとするときは、別に定める様式による投資計

画変更計画書を作成し、総務部長に提出しなければならな

い。 

（投資計画） （投資計画） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 総務部長は、第１項又は前項の規定により産業振興基金運

用計画を決定し、又は変更したときは、速やかに産業振興基

金運用計画（変更）通知書（様式第３号）により主管部局長

に通知しなければならない。 

３ 総務部長は、第１項又は前項の規定により産業振興基金運

用計画を決定し、又は変更したときは、速やかに別に定める

様式による産業振興基金運用計画（変更）通知書により主管

部局長に通知しなければならない。 

（備付帳簿） （備付帳簿） 

第10条 総務部長は、産業振興基金台帳（様式第４号）及び産

業振興基金現金出納副簿（様式第５号）を備えておいて、常

に基金の運用状況及び基金財産の状況を明らかにしておかな

ければならない。 

第10条 総務部長は、別に定める様式による産業振興基金台帳

及び産業振興基金現金出納副簿を備えておいて、常に基金の

運用状況及び基金財産の状況を明らかにしておかなければな

らない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 様式第１号から様式第５号までを削る。 

 附 則 

１ この規則は、平成 19 年 10 月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の公有財産規則、行政財産の使用の許可に関する規則、債権の管理に関する規則、物品管理規則及び

産業振興基金管理規則（以下「公有財産規則等」という。）に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等に

ついて適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。 

３ この規則による改正前の公有財産規則等に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 
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